
「宅建」高速解法テクニック講座 ベストセレクション過去問

口頭→書面→デジタル化（問題編）～借地借家法[04][07]より

１ページ目には問題のみ、２ページ目には問題と正解（◯×）が掲載されています。
解答 出題 正解

1
動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建

物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
H17-15-1 ×

2
存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証

書によらなくとも、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
H22-11-2 ×

3

事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築

造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地

契約に定めることができる。

R03-11-1 ◯

4

Ａ所有の甲土地に関するＢとの間における賃貸借契約が建物所有を目的としている場合、契約の更

新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、ＡはあらかじめＢに対してそ

の旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

H29-11-4 ×

5

Ａは、所有している甲土地につき、Ｂとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定で

ある。居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借

地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対

価でＢからＡに移転する旨の特約を有効に定めることができる。

R03-11-3 ×

6

賃貸人Ａと賃借人Ｂとの間で締結した居住用建物の賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面に

よって行った場合には、ＡがＢに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契

約は期間満了により終了する。

R02s-12-3 ×

7

Ａが所有する甲建物をＢに対して３年間賃貸する旨の契約をした。ＡＢ間の賃貸借契約が借地借家

法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にＡがＢ

に契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約

の更新がない旨の約定は無効となる。

H29-12-4 ◯

8
定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了に

よって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
H26-12-3 ×

9

法令によって甲建物を２年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面

によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる２年後には更新なく賃貸借契約が

終了する旨の特約を有効に定めることができる。

H23-12-3 ◯

10
定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契

約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
H19-14-1 ◯



「宅建」高速解法テクニック講座 ベストセレクション過去問

口頭→書面→デジタル化（問題&解説編）～借地借家法[04][07]より

１ページ目には問題のみ、２ページ目には問題と正解（◯×）が掲載されています。
解答 出題 正解

1
動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建

物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
H17-15-1 ×

2
存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証

書によらなくとも、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
H22-11-2 ×

3

事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築

造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地

契約に定めることができる。

R03-11-1 ◯

4

Ａ所有の甲土地に関するＢとの間における賃貸借契約が建物所有を目的としている場合、契約の更

新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、ＡはあらかじめＢに対してそ

の旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

H29-11-4 ×

5

Ａは、所有している甲土地につき、Ｂとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定で

ある。居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借

地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対

価でＢからＡに移転する旨の特約を有効に定めることができる。

R03-11-3 ×

6

賃貸人Ａと賃借人Ｂとの間で締結した居住用建物の賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面に

よって行った場合には、ＡがＢに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契

約は期間満了により終了する。

R02s-12-3 ×

7

Ａが所有する甲建物をＢに対して３年間賃貸する旨の契約をした。ＡＢ間の賃貸借契約が借地借家

法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にＡがＢ

に契約の更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約

の更新がない旨の約定は無効となる。

H29-12-4 ◯

8
定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了に

よって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。
H26-12-3 ×

9

法令によって甲建物を２年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面

によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる２年後には更新なく賃貸借契約が

終了する旨の特約を有効に定めることができる。

H23-12-3 ◯

10
定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契

約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
H19-14-1 ◯


